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令和７年度分岐阜県県営林Ｊ－クレジットの販売を開始します 

  

 県では、国の「Ｊ－クレジット」制度を利用して、県が保有する森林（県営林）の整備

による CO2の吸収量を「クレジット」として取得し、令和６年度から販売しています。 

令和７年度は、下記のとおり販売します。 

 

記 

 

  １ 販売内容  高山市久々野町内の県営林において認証を受けたクレジットです。 

  ２ 販売期間  令和７年４月１日（火）～令和８年２月 27日（金） 

  ３ 販 売 量  989t-CO2 （最小販売単位は １t-CO2） 

  ４ 販売単価  11,000円/t-CO2（税込） 

          ※累計で 100t-CO2 以上購入された場合は木製認定証を交付します。 

  ５ 対 象 者  事業者、団体等 

  ６ 申込方法  下記岐阜県公式ホームページにより申込書の様式をダウンロードし

て持参又は郵送にて、申込先（林政部森林保全課）へ提出してくださ

い。 

（URL:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/342385.html） 

  ７ 申 込 先  〒500-8570（住所不要） 

  岐阜県林政部森林保全課水源林保全係（県庁 14階 東側） 

  ８ そ の 他  ・Ｊ－クレジット販売による収益は県営林整備に役立てます。 

・県内金融機関とビジネスマッチング契約（購入希望者の紹介）を 

締結しています。 

※ 令和７年４月１日時点の受託予定機関：(株)大垣共立銀行、

岐阜信用金庫、(株)十六銀行、高山信用金庫（50音順） 

※ ビジネスマッチング契約を希望される場合は申込先（林政部

森林保全課）へお問い合わせください。 

 



 

 
【Ｊ－クレジット制度の概要】 

・省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 等の排出削減量や適

切な森林管理による CO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証し、販売可能に

した制度です。 

・Ｊ－クレジットは、カーボン・オフセット、地球温暖化対策の推進に関する法律等、

様々な用途に活用できます。また、地元森林整備への寄与、環境への貢献など、CSR

への効果も期待できます。 


